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４ 既存対策の改善・再構築 

 

 （１）放置禁止区域の拡大 

計画 18 駅から半径約 200ｍ以内の路地を放置禁止区域に指定 《短期計画》 

 

現行では，駅周辺の調布市が管理する市道を中心とした区域の指定でしたが，平成 17 年

度の調査において，放置禁止区域外である国道及び都道への自転車等放置が，ピーク時に仙

川駅周辺で約 30 台，つつじケ丘駅周辺で約 150 台確認されており，歩行者等の通行の妨

げとなっています。平成 20 年度以降の自転車等駐車施設の収容台数確保等に併せて，各駅

とも半径 200ｍ以内に自転車等駐車施設が設置されており，また，駅利用者は概ね徒歩３分

以内の範囲に自転車等を駐車することなどから，駅を中心に概ね半径 200ｍ以内の私道を除

く，国道，都道，市道の全てを放置禁止区域に指定します(*1)。 

なお，放置禁止区域の拡大に伴い，放置禁止区域表示看板の設置，市報及びホームページ

にて利用者へ告知することとします。 

◇ 現行                          ◇改正後〈案〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 仙川駅の放置禁止区域 

 

(*1)「調布市自転車等の駐車対策の総合的推進に関する条例」で定められている放置禁止

区域の指定等 

 

第５章 放置自転車等に対する措置 

（放置禁止区域の指定等） 

第 21 条 市長は，自転車等が大量に放置され，又は放置されるおそれがあると認められる

地域を自転車等放置禁止区域（以下，「放置禁止区域」という。）として，指定すること

ができる。 

２ 市長は，放置禁止区域を指定しようとするときは，あらかじめ協議会の意見を聴くもの

とする。 

３ 市長は，第１項の規定による指定をしたときは，その旨を告示しなければならない。 

４ 前２項の規定は，放置禁止区域を変更し，又は解除する場合について準用する。 
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 （２）撤去活動の強化と合わせた自転車等駐車施設利用に関する情報提供 

計画 19 撤去活動の曜日，時間帯及び実施エリアの拡大 《短期計画》 

計画 20 集中的撤去へ向けた保管場所の確保      《短期計画》 

計画 21 施設利用に関する情報提供          《短期計画》 

 

平成 17 年度に実施した自転車等利用者へのアンケートでは，有料化に伴って半数近くの

方が施設を利用しないと回答しており，有料化に伴って放置自転車等が増加することが予想

されます。 

平成 20 年度以降，施設の有料化及び概ね収容台数の確保がされた駅周辺から，下記（案）

のとおり取り締まりの回数を見直し，放置自転車等の撤去活動を強化します。 

一方で，保管場所の収容台数が限界に近いことから，平成 20 年度以降，国領町等におい

て，新たな自転車等保管所用地の確保に向け検討します。 

施設の利用を促進するためには，撤去活動を行う一方で，空車施設の案内や市民に対する

施設利用パンフレットの配布，市報・ホームページ上での施設利用案内等を行います。 

 

◇ 現行 

 仙川 つつじケ丘 柴崎 国領 布田 調布 西調布 飛田給 京王多摩川 

実施主体 調布市・委託業者 

頻度 月 4～5 回 月 4～5 回 月 1 回 月 4～5 回 月 1 回 平日 月 1 回 週 2 回 月 1 回 

時間帯 概ね午前中 概ね午前中 概ね午前中 概ね午前中 概ね午前中 8-10 概ね午前中 概ね午前中 概ね午前中 

エリア 放置禁止区域内 

保管所：上石原自転車等保管所，つつじケ丘自転車等保管所 

 

 

◇ 改正後（案） 

 仙川 つつじケ丘 柴崎 国領 布田 調布 西調布 飛田給 京王多摩川 

実施主体 調布市・委託業者 

頻度 週 2～3 回 週 2～3 回 週 1～2 回 週 2～3 回 週 1～2 回 平日 週 1～2 回 週 1～2 回 週 1～2 回 

時間帯 午前・午後 

エリア 放置禁止区域内 

保管所：上石原自転車等保管所，つつじケ丘自転車等保管所 



-28- 

 

 （３）撤去・保管・返還に係る費用負担の見直し 

計画 22 保管料金の見直し    《短期計画》 

計画 23 返還日/時間帯の見直し 《短期計画》 

 

 

 

現行の保管料金は，近隣自治体と比較して最も低額であり，低額であることが抑止力につ

ながらないなどの意見もあることから，施設の有料化及び撤去活動の強化等に合わせ，近隣

自治体の料金も参考にしながら，保管料金を見直します。 

◇ 現行 

自転車 １台につき 1,000 円 

原動機付自転車 １台につき 2,000 円 

 

◇ 改正後〈案〉 

自転車 １台につき 2,500 円 

原動機付自転車 １台につき 5,000 円 

表 １１ 隣接地域の撤去・保管料金 

狛江市 三鷹市 世田谷区 府中市 川崎市 

自 3,000 円 

原 5,000 円 

自 2,500 円 

原 4,000 円 

自 3,000 円 

原 4,000 円 

2,000 円 

～3,000 円 

自 2,500 円 

原 5,000 円 

資料）東京都青少年・治安対策本部 平成 17 年度「駅前放置自転車の現況と対策」 

川崎市ホームページ 

 

 

 

現在，返還日は毎週，水・土・日曜日の週 3 日（年末年始を除く）ですが，撤去活動の強

化により自転車等の保管台数が増加すること，また，市民の勤務形態等の多様化に伴い，平

成 20 年度に返還日及び時間帯の見直しを行い，ニーズに合った曜日・時間帯へ平成 21 年

度より移行します。 

◇ 現行 

返還日：毎週水・土・日曜日（年末年始を除く） 

時間帯：９時３０分～１６時 

 

◇ 改正後〈案〉 

返還日： 

時間帯： 

計画 22 保管料金の見直し 

計画 23 返還日/時間帯の見直し 

平成 20 年度に見直し・平成 21 年度から移行 
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（４）利用・駐車マナー啓発 

計画 24 自転車の利用に関するパンフレットの作成・配布 《短期計画》 

 

「買い物に行きたいが自転車を駐車できる場所がわからない」，「駐車施設を定期で利用す

るにはどういった手続きが必要なのか」といった疑問及び丌安への対応や，自転車等利用者

の駐車マナーの向上を図るため，平成 21 年度から駅ごとにそれぞれの案内を，パンフレッ

トや看板，市報，ホームページなどを活用して広報します。 

 

【掲載内容】 

 ・自転車等駐車施設の位置，料金体系，利用時間 

 ・自転車等駐車施設利用のための手続き 

 ・自転車等放置禁止区域 

・保管料金及び返還業務実施日 

    ・近距離利用者に対する利用抑制の啓発 

 ・自転車を安全利用するためのマナー 

 ・放置自転車等抑制の啓発     等 

 

【活用ツール（配布方法）】 

 ・パンフレット（町会回覧，転入届窓口での転入者への配布，担当課窓口での配布等） 

 ・看板 

 ・市報 

 ・ホームページ          等 

 

練馬区では，ホームページ上で全ての自転車等駐車施設及びレンタサイクルポートについ

て，施設の形状や利用料金，予約待ち状況等を掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 自転車等駐車施設に関する練馬区のホームページ 
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 （５）レンタサイクルの活用等 

計画 25 台数の拡大                   《長期計画》 

計画 26 高等学校の学生及び転入者を対象とした利用促進等 《長期計画》 

 

平成 17 年度より，公益法人によってはじめられたレンタサイクルは，現在，主に通勤及

び通学目的で利用されているところですが，放置自転車の削減及び駐車場所の有効活用を目

的として，平成 20 年度より台数等の検討を始めます。 

正利用については本市への転入者を，逆利用については市内の駅から高等学校まで自転車

で通学する高校生等をターゲットとし，利用促進に努めます。 

 

◇ 現行 

導入目的：通勤及び通学利用 

貸出場所：3 ヶ所（仙川駅，調布駅，飛田給駅） 

台  数：仙川駅   ３台 

     調布駅   5 台 

     飛田給駅 5 台 

        計 1３台 

貸出金額：1 日 300 円 

 

◇ 改正後（案） 

導入目的：通勤及び通学利用 

貸出場所：3 ヶ所（仙川駅，調布駅，飛田給駅） 

台  数：平成 20 年度に台数検討・平成 21 年度以降に移行 

貸出金額：平成 20 年度に金額検討・平成 21 年度以降に移行 

 

 

 


